
６第１０号議案  

 

愛知県立学校管理規則の一部改正について 

このことについて、愛知県立学校管理規則の一部を改正したいので、別添案を添えて

請議します。 

令和６年５月１５日提出 

 

教育長 飯 田  靖   

 

説 明 

この案を提出するのは、愛知県立中学校（愛知県立とよはし中学校）を設置すること

に伴い、所要の改正を行う必要があるからである。 



愛知県立学校管理規則の一部改正の概要 

 

１ 概要 

愛知県立中学校（愛知県立とよはし中学校）を設置することに伴い、所要の改正

を行う。 

 

２ 理由 

愛知県立中学校の教育課程及び組織に関する事項を定める。また、中学校の運

営のために、校務をつかさどることのできる副校長を配置する必要があるため。 

 

３ 内容 

（１）夜間中学において、特別の教育課程を編成することができることとする。 

（２）愛知県立中学校に校務をつかさどる副校長を置く。 

（３）愛知県立中学校の組織において、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事を

置く。 

 

４ 施行日 

令和６年６月１日 
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   愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て  

 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 六 年 月  日  

      愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  飯 田  靖  

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号  

   愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 二 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 （ 昭 和 二 十 二 年 文 部 省 令 第 十 一 号 ） 」 を 削 り 、

同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

２ 愛 知 県 立 と よ は し 中 学 校 に あ つ て は 、 学 校 教 育 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 二 年 文 部 省 令 第 十 一 号 ）

第 七 十 九 条 に お い て 準 用 す る 同 令 第 五 十 六 条 の 四 の 規 定 に 基 づ き 、 特 別 の 教 育 課 程 を 編 成 す る

も の と す る 。  

第 十 条 の 見 出 し を 「 （ 副 校 長 及 び 教 頭 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 愛 知 県 立 刈 谷 東 高 等 学 校 」 を

「 愛 知 県 立 と よ は し 中 学 校 、 愛 知 県 立 刈 谷 東 高 等 学 校 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 受 け 」 の 下 に 「 、

愛 知 県 立 と よ は し 中 学 校 に あ つ て は 校 務 を 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

３ 愛 知 県 立 と よ は し 中 学 校 に は 、 教 頭 を 置 か な い 。  

第 十 一 条 第 一 項 、 第 十 一 条 の 四 第 一 項 及 び 第 十 一 条 の 五 第 一 項 中 「 高 等 学 校 」 を 「 中 学 校 、 高

等 学 校 」 に 改 め る 。  

附 則  

こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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３ 

愛
知
県
立
と
よ
は
し
中
学
校
に
は
、
教
頭
を
置
か
な
い
。 

 
 

 
（
教
務
主
任
） 

 
 

（
教
務
主
任
） 

第
十
一
条 
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
各
部
に
、
教
務
主
任
を
置
く
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
教
務
主
任
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 

 
 

第
十
一
条 

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
各
部
に
、
教
務
主
任
を
置
く
。
た
だ
し
、

特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
教
務
主
任
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
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る
。 

２ 
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（
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） 

第
十
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の
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中
学
校
、
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等
学
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に
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支
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学
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等
部

に
、
生
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置
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。
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し
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で
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る
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略 

 
 

第
十
一
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高
等
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
中
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部
及
び
高
等
部
に
、
生
徒

指
導
主
事
を
置
く
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
生
徒
指
導
主
事
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 
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略 

（
進
路
指
導
主
事
） 

 
 

（
進
路
指
導
主
事
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第
十
一
条
の
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中
学
校
、
高
等
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
及
び
高
等
部

に
、
進
路
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を
置
く
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
進
路
指
導

主
事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 

 
 

第
十
一
条
の
五 

高
等
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
及
び
高
等
部
に
、
進
路

指
導
主
事
を
置
く
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
進
路
指
導
主
事
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 

4


